令和5年4月3日
各地区協会長　　様
一般社団法人　静岡県建設業協会
会長　石井源一
交通誘導員の確保に関する取扱試行要領等の改定について
このことについて、別添のとおり静岡県交通基盤部建設経済局長から通知があったので、下記のとおり取り扱うようお願いいたします。
記
交通誘導安全講習会の受講証明書の有効期間が３年から５年に変更されたことに伴い、。受講者に交付済の受講証明書に記載されている有効期間「３年間」を「５年間」と読み替えることとし、その他については、静岡県からの通知に基づきます。
